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（１）総合戦略策定の趣旨 

 まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）に基づき、国、北海道において「地方創生」

に取り組むために「人口ビジョン」「総合戦略」の策定・推進がなされてきました。石狩市においても、

本市の特色や地域資源を活かした戦略的かつ市民に身近な施策の検討を図るため、「第５期石狩市総

合計画」を土台として、平成 27年 10月に、５か年の基本目標や具体的な施策等を示す「石狩市まち・

ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）」を策定し、本市における人口減少の緩和と

地域経済発展性の向上、将来にわたって持続性の高い地域社会の構築を目指した取組を展開してきま

した。この第 1期総合戦略を継承し、地方創生の一層の充実・強化を図るため、第２期総合戦略を令

和２年３月に策定しました。 

 この第２期の総合戦略策定後、５年が経過し、地方創生の次のステージに入ります。国では第２期

の検証を踏まえ「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を 2023年 12月に閣議決定し、北海道でも新

たな総合戦略を策定しております。 

 これら国、北海道の動向や、本市の第２期総合戦略が推進期間の最終年度を迎えたことから、これ

までの取組を踏まえ、かつ新たな視点も盛り込んだ第３期総合戦略を策定します。 

 

（２）総合戦略の位置付け 

 平成 27年度を始期とする「第５期石狩市総合計画」における「目指すまちの姿（将来像）」や「戦略

目標」等の達成に向けた具体的な取組の一部を共有する、中期的な戦略計画として位置付けます。 

 

【総合計画と総合戦略の関係】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第１ 基本的な考え方 

目指すまちの姿 

将来像〈絆・環境・創造〉 

【戦略目標１】 

「新現役世代 (1) 」が活躍する 

持続的な都市基盤・機能 
の確保 

行財政の効果的な 
マネジメント 

安定的な市民生活や経済活動を 
支える行政サービスの提供 

総合戦略 

【戦略目標２】 

「子育て力」をさらに発揮する 

【戦略目標５】 

誇りとなる「人や文化」を 

育てる 

 

【戦略目標３】 

「地域資源」からモノや 

しごとを創る 

 【戦略目標４】 

「いろんな顔」をつくる 

【基本施策】 

３０年後の「まちの持続」 総合計画 

【戦略目標】 

【戦略目標６】 

時代に合った地域として 

持続する 
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（３）計画の前提となる社会背景と新たな視点 

人口減少・少子高齢社会への進行と、それに伴う地域コミュニティ崩壊の懸念や医療・介護などの

社会保障費の増大、また、社会経済構造の変化や地球レベルでの環境問題など、まちを取り巻く環境

が大きく変化しています。また、引き続きこれら問題への対応の視点として、Society5.0 (2)や持続可

能な開発目標（SDGs）(3)の実現に向けた取組が求められています。 

かつて石狩市はサケやニシン漁で栄え、時代の移り変わりとともに、花川地区の宅地造成や石狩湾

新港・工業団地の開発が進み、急速な発展を続け、より豊富な地域資源や可能性を秘めた都市へと成

長を遂げてきました。近年、我が国が少子高齢化や人口減少、大都市への人口流出などの問題に直面

する中で、本市においてもかつての成長基調から成熟・縮小の時代を迎えており、まちづくりの次の

ステージに立っています。 

社会経済構造が大きく変革している中、バックキャスティング手法(４)により本市の特色や地域資源

を活かした、実現性の高い施策や事業を推進していくことが必要となっています。 

国の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」においては、デジタルの力を活用しつつ次の４つの基

本目標を特に進めていくことが示されているほか、デジタル実装の前提となる３つの取組（ハード・

ソフトのデジタル基盤整備、デジタル人材の育成・確保、誰一人取り残されないための取組）を国が

強力に推進し、地方のデジタル実装を下支えすることとしており、本市の第３期総合戦略においても、

国の施策の方向を踏まえた計画を策定します。 

（国の総合戦略における施策の方向） 

（１）デジタルの力を活用した地方の社会課題解決・魅力向上 

① 地方に仕事をつくる  

② 人の流れをつくる  

③ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

④ 魅力的な地域をつくる 

（２）デジタル実装の基礎条件整備 

 ① デジタル基盤整備  

② デジタル人材の育成・確保  

③ 誰一人取り残されないための取組 

           （「デジタル田園都市国家構想総合戦略 （2023 改訂版）」より） 

 

（４）計画期間 

 令和７年度（2025年度）から令和 11年度（2029年度）までの５年間とします。 

 

（５）総合戦略の構成 

 本総合戦略は、国の「デジタル田園都市国家構想基本方針」や「デジタル田園都市国家構想総合戦

略」に基づくものとし、本市の第２期総合戦略を継承した構成とするとともに、北海道の第３期総合

戦略と一体的に推進する観点で策定します。 

 

① 戦略の基本目標等の設定 

   本市における人口の現状と将来展望（人口ビジョン）を策定するとともに、第５期石狩市総合

計画に掲げる５つの戦略目標や第２期の総合戦略に基づき、それぞれの目標達成に向けた基本方

針や基本的方向を設定します。 
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 ② 具体的な施策 

   戦略目標ごとに、計画期間（５年間）内に想定し得る「具体的な施策」を盛り込み、この「具

体的な施策」を実現するための主な事業を記載しています。 

また、対応する SDGsアイコンを掲載しています。 

③ 数値目標及び重要業績評価指標（KPI）(5) 

   戦略目標には、達成度合いを検証するため、５年後の数値目標を設定します。また、戦略の基

本目標ごとに盛り込む「具体的な施策」には、成果検証と事業の見直しを期するため、客観的な

重要業績評価指標（KPI）を設定します。 

 

（６）進捗状況の共有化と効果的な PDCAサイクルの確立 

 市民・事業者・行政が一丸となって総合戦略を推進するため、戦略目標ごとに設定する数値目標や

具体的な施策に関する重要業績評価指標（KPI）の達成状況の公表等を行い、市民や事業者と進捗状況

の共有化に努めます。 

 また、計画策定（Plan）、推進（Do）、点検・評価（Check）、改善（Action）の各段階における的確

な対応を図ることにより、戦略全体の実効性向上を目指すとともに、計画期間と連動する数値目標の

達成に向けた、効果的な管理サイクルの構築を目指します。 

さらに、時代の変化に柔軟に対応しながら、戦略そのものの深化を図るため、従来の縦割り型の施

策管理を見直し、政策横断的な視点の下、様々な事業や取組を適切に評価・検証することとします。 

 

① 総合戦略の策定（Plan） 

   総合戦略の策定に当たっては、幅広い市民参加を得ながら策定作業を進めてきた第５期石狩市

総合計画における議論や、毎年実施している市民意識に関するアンケート調査などをもとに、多

様な市民の意見や意識を把握するとともに、策定主体である市役所内部組織の「総合戦略推進本

部会議」や産学金労言（産業界、学識経験者、金融機関、労働団体、メディアの関係者）と住民

組織関係者により構成した「総合戦略推進懇話会」における検討・意見交換を通じて、策定作業

を進めてきたところです。 

   なお、総合戦略推進懇話会の開催に当たっては、北海道における地方創生担当者をオブザーバ

ーとして迎え、総合戦略の策定に関する情報共有と意見交換を行ってきました。 

 

【総合戦略の策定及び推進体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 推進（Do） 

   総合戦略の推進に当たっては、本市に潜在するさらなる魅力の発掘とその効果的な活用、広報

いしかりやホームページ等による情報発信に努めるとともに、各分野における多様な主体の連携

により推進します。 

助言 

意見交換 

総合戦略推進本部会議 

市長（本部長）、副市長（副本部長）、 

部長職（本部員）で構成 

【所掌事項】 

①地方人口ビジョン及び総合戦略の策定 

②総合戦略に基づく各施策の推進 

③各施策の実施状況の総合的な検証 

 

総合戦略推進懇話会 

産学金労言及び住民組織の関係者で構成 

 

【所掌事項】 

総合戦略推進本部会議の所掌事項に関す

る助言及び意見交換 
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   なお、具体的な施策・事業の実施のため、国が所管する「デジタル田園都市国家構想交付金」

や「社会資本整備総合交付金」の活用をはじめ、各省庁における地方創生関連補助金や地方財政

措置の積極的な活用を図ることとします。 

③ 点検・評価（Check） 

   総合計画と併用する「市民意識に関するアンケート調査」結果の分析や各種統計データの活用

をもとに、外部有識者等を含めた検証機関を設置し、総合戦略に基づく具体的な施策の効果検証、

点検・評価を進めるとともに、各施策の達成度や市民満足度等について、経年的な変化の把握に

努めます。 

   また、点検・評価の内容については、市議会との共有を図るとともに、市民や事業者への情報

提供に努めることとします。 

 ④ 改善（Action） 

   計画期間内において毎年実施する点検・評価の結果等をもとに、「具体的な施策」の記載内容や

「重要業績評価指標（KPI）」の設定等について、必要な見直しや記載内容の修正・追加等を行う

こととします。 

 

（７）策定後のフォローアップ 

今後、北海道における総合戦略等との整合を図りながら、近隣市町村も含め、より広域的な連携の

検討を進めるとともに、国による「地域経済分析システム（通称：RESAS）」によるビックデータの活

用等を通じて、随時、必要な見直しを図っていくこととします。 

また、総合戦略に基づく取組の総合的な推進に当たっては、デジタル田園都市国家構想交付金、地

方創生応援税制（企業版ふるさと納税）、地方拠点強化税制等はもとより、地方創生人材支援制度や地

方創生コンシェルジュ、地方創生カレッジの人的支援制度を含め、必要に応じて国の各種支援制度の

活用を検討することとします。 

 

 

 

≪用語解説≫ 

(1) 新現役世代 

第５期石狩市総合計画において、知識や技能・経験を有する高齢世代を、「新現役世代」として位置付け

ている。 

 

(2) Society5.0 

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度

に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立

する、人間中心の社会。狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 

2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、

新たな社会を指すもので、第６期科学技術基本計画において我が国

が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱された。 

 

 

 

 

 

 

資料：内閣府ホームページ 

資料：内閣府ホームページ 

https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index5.html
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(3) 持続可能な開発目標（SDGs） 

Sustainable Development Goalsの略。 

2015年９月の国連サミットで採択された2030

年を期限とする、先進国を含む国際社会全体

の 17の開発目標。すべての関係者（先進国、

途上国、民間企業、NGO、有識者等）の役割を

重視し、「誰一人取り残さない」社会の実現を

目指して、経済・社会・環境をめぐる広範な課

題に統合的に取り組むもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) バックキャスティング手法 

目標となる未来の姿を可能な限り想定し、その姿から現在を振り返って、今何をすればいいかを考える

方法。 

 

(5) 重要業績評価指標（KPI） 

Key Performance Indicatorの略。施策ごとの進捗状況を検証するために設定する指標。 

目標１（貧困）：あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

目標２（飢餓）：飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を推進する 

目標３（保健）：あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 

目標４（教育）：すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する 

目標５（ジェンダー）：ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う 

目標６（水・衛生）：すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

目標７（エネルギー）：すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを

確保する 

目標８（経済成長と雇用）：包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働

きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する 

目標９（インフラ、産業化、イノベーション）：強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可

能な産業化の促進及びイノベーションの促進を図る 

目標 10（不平等）：各国内及び各国間の不平等を是正する 

目標 11（持続可能な都市）：包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現

する 

目標 12（持続可能な生産と消費）：持続可能な生産消費形態を確保する 

目標 13（気候変動）：気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

目標 14（海洋資源）：持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する 

目標 15（陸上資源）：陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化へ

の対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する 

目標 16（平和）：持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセス

を提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する 

目標 17（実施手段）：持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化

する 
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第２ 戦略目標と具体的な施策 

 

（１）各戦略目標とその達成に向けた「具体的な施策」項目一覧 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環 

 

境 

創 

 

造 

絆 

① 「新現役世代」が活躍する 
 
知識や技能、経験を有する「新現役世代」が地域を

元気にする中核として、生涯健康で活躍するまちを目
指す。 
 

 

② 「子育て力」をさらに発揮する 
 

まち全体で子育て家庭やこどもの育ちを支え、こど
もが安全・安心に学び、健やかに育つことができるま
ちを目指す。 

 
 

③ 「地域資源」からモノやしごとを創る 
 
いしかりの資源や魅力、石狩湾新港地域のポテンシ

ャルから、新たな産業やブランドを創出し、地域経済
が活性化するまちを目指す。 
 

 

④ 「いろんな顔」をつくる 
 
まちの魅力や地域の特色を磨き上げ、まちの自慢や

誇りとなる「顔」があるまちを目指す。 
 
 

⑤ 誇りとなる「人や文化」を育てる 
 
いしかりに暮らす人々の誇りや愛着を醸成し、世界

に羽ばたくような人材の育成や、新しい石狩文化が育
つまちを目指す。 

 

⑥ 時代にあった地域として持続する 
 
長期的視点で安全・安心・快適な生活環境を持続す

るため、公共施設の適正配置、維持管理を推進すると

ともに、近隣市町村との連携強化を図る。 
 
 

(1)「新現役世代」の活動と交流の推進  
(2) 地域課題を解決する地域ネットワークの構築 
(3) 多世代交流による地域の活性化 

(4) 健康寿命の延伸に向けたサポートの充実 

(1) 観光資源を活かした交流人口の誘導 

(2) 中山間・過疎地域における多機能・複合型交流拠点 
の形成 

(3) 地域の魅力や可能性を活かした賑わいづくり 

(4) 観光産業における DX推進 

(1) 学びの機会と輪を広げる取組の推進 
(2) スポーツ・健康のまちづくりの推進 
(3) 競技スポーツの推進とアスリートの育成 

(4) 幅広い人材登用による地域活力の創出 
(5) 豊かな自然、多様な生物、人が共生するまちの推進 
(6) 歴史文化の醸成による観光産業の活性化 

(7) 移住・定住の推進 
(8) デジタルを活用した教育、人材育成の推進 

(1) ＩＣＴを有効活用する新たな行政サービスの構築 
(2) 時代・地域に即した交通体制の推進 
(3) 行政事務の広域連携の推進 

(4) 近隣自治体との連携強化の推進 
(5) 遊休公共財産の有効活用の検討 
(6) 将来にわたって暮らしやすいまちづくりの推進 

(7) 防災・減災、国土強靭化の取組の推進 

(1) 若い世代の出会いを通じた地域活力の醸成 

(2) 地域が連携した子育て支援・地域教育の推進 
(3) 子育て環境の整備 
(4) 妊娠・出産の希望をかなえる支援の充実 

(5) デジタルを活用したこども子育て支援の充実 

(1) 地場産品の知名度向上および新規創出 
(2) 新しい雇用の創出、若者の職場定着支援 

(3) 物流を核とした臨海部産業集積エリアの形成 
(4) エネルギー関連産業を核とした新たな産業空間の 

形成 

いしかりＰＲＩＤＥ 

（戦略目標） （関連する具体的な施策項目） 
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（２）各戦略目標と具体的な施策等 

 

 

１ 基本方針 

 知識や技能、経験を有する新現役世代が、地域を元気にしていく中核となる「人財」として、生涯

健康で活躍するまちを目指します。 

 

（数値目標） 

指             標 数値目標（Ｒ11年度） 

地域活動に関わりをもつ新現役世代の人数 10,000人 

自分の人生経験を地域社会で活かしたいと思う 60 歳以上の市民の割

合（市民意識調査） 
100% 

 

２ 基本的方向 

超高齢社会が進展し、医療や介護などの社会保障費がさらに増加していく中、給付と負担のバラン

スを図りながら、適切に社会保障制度を持続していくことは、本格的な人口減少社会における喫緊の

課題です。 

一方では、高齢者といっても豊富な経験や技能、知識を有し、現役世代のように活躍する「新現役

世代」が地域に多数存在しており、今後ますます地域の中核として、就業やボランティア活動など、

地域社会に関わりを持つことが、まちの活性化につながっていくこととなります。 

「新現役世代」の活躍の輪が広がり、人と人との絆を深め、市民自らが地域の課題解決を担う仕組

みが構築されることを目指します。 

 

●新現役世代が地域社会でやりがいを持つ 

●新現役世代がまちの原動力になり、生涯活躍する 

●新現役世代が元気になる、そして、まちも元気になる 

  

戦略目標１ 「新現役世代」が活躍する 
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３ 具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

項   目 具体的な施策・事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(1)「新現役世代」

の活動と交流の

推進 

 

 

 

 

 

 

 

 新現役世代がその技術や知見を活かし、地域の

課題解決のために活躍できる環境やシステムを整

備するとともに、元気に長生きできるよう仲間づ

くりや社会参加の促進を通じて、生活の充実、コミ

ュニティ活動の推進を図る。 

 

（具体的な事業） 

・各種講座（いしかり市民カレッジ、まちづくり出

前講座等）の開催支援 

・高齢者を対象とした学習と交流の場（はまなす学

園等）の実施 

・高齢者ふれあいサロン事業展開のサポート 

・高齢者クラブによる健康や自己啓発、介護予防、 

社会貢献等の活動をサポート 

・「まちづくりサロン」の企画検討 

・コミュニティビジネスの起業支援 

・学校支援地域本部事業（あい風寺子屋教室）の推

進 

・空家活用促進 

 

はまなす学園の講座等受

講者数 

５年間で 5,000人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)地域課題を解

決する地域ネッ

トワークの構築 

 

超高齢社会において、安心で豊かな生活を送る

ことができる地域社会づくりを目指すため、地域

ネットワークの構築を推進する。 

また、地域内で暮らす多様で多世代の誰もが地

域社会の主体者として支え合い、コミュニティの

活性化に資する活動を推進する。 

 

（具体的な事業） 

・認知症高齢者や家族を地域でサポートするため

の取組 

・日本版ＣＣＲＣ構想(※)を含めた地域包括ケア

システムの検討と構築 

・地域見守りネットワークの支援 

・福祉調整員の養成・研修 

・各世代が集まる通いの場の設置 

・ふれあい広場いしかりの開催 

・福祉協力員の養成・研修 

 

※ 日本版ＣＣＲＣ：都会の高齢者が地方に移り住み、健康時から介

護・医療が必要となる時期まで、継続的なケアや生活支援サービス等

を受けながら生涯学習や社会活動等に参加するような地域共同体

（Continuing Care Retirement Community）の導入構想。 

 

認知症カフェの開催回数 

５年間で 300回 
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項   目 具体的な施策・事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(3)多世代交流に

よる地域の活性

化 

 

 

 「カローリング」等の普及を通じて、世代間交流

及び健常者と障がい者がともにスポーツや趣味、

文化活動等を楽しめる環境をつくり、地域コミュ

ニティの活性化を図る。 

 

（具体的な事業） 

・カローリング大会の実施 

・カローリングの普及推進 

 

カローリング大会参加者数 
５年間で 1,200人 

(4)健康寿命の延

伸に向けたサポ

ートの充実 

 

  

 心身ともに健康でいきいきと過ごすため、自己

に適したスポーツ・レクリエーションの実施や、

生涯を通じて健全な食生活を実現する食育、食改

善、身体活動、歯科・口腔といった事業を推進

し、健康寿命の延伸に向けたサポートの充実を図

る。 

 

（具体的な事業） 

・ウォーキング環境の整備（ウォーキングロード

や休憩施設、冬期間対策等） 

・ウォーキングイベントの実施 

・市内スポーツ関係機関と連携したスポーツの振

興 

・食育推進事業 

・各種検診やワクチン接種等への助成 

・保健介護一体化事業の推進  

保健介護一体化事業のポ

ピュレーションアプロー

チ（健康教育）の参加者

数 

５年間で 7,000人 

 

ウォーキングイベント参

加者数 

５年間で 1,500人 
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戦略目標２ 「子育て力」をさらに発揮する 

 

１ 基本方針 

 地域社会全体で、結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援や地域におけるこどもの育ちを支

え、こどもが安全・安心に学び、健やかに育つことができるまちを目指します。 

 

（数値目標） 

指             標 数値目標（Ｒ11年度） 

令和 11年度末における年少人口 5,800人 

石狩市は子育てしやすい環境だと思う割合（市民意識調査） 80％ 

 

２ 基本的方向 

核家族化や都市化、地域のつながりの希薄化などにより、子育ての知恵や経験を共有することが難

しくなり、また、子育てに周囲の手助けを求めにくくなっている状況があります。 

 本市では、これまでも子育て支援団体やＮＰＯ、子育てサークルなどの多様な主体が協力し、親子

同士の仲間づくりの場の充実や、こども向けイベントの開催など、子育て環境の充実や機会の提供に

取り組んできました。今後は、市民、行政、企業、各種団体等、地域とのさらなる連携のもと、結婚、

妊娠、出産、子育てまで一貫したトータルサポート体制を整え、デジタルの力も活用し、さらなる「地

域の子育て力」の確立を目指します。 

地域が一丸となって、若い世代の希望をかなえ、地域のこどもたちを支援していくプロジェクトを

推進することにより、地域における多世代交流の広がりや新たな人の絆が生まれ、さらなる地域活性

化の活動に発展していくことが期待されます。 

 

●地域全体で子育て家庭やこどもの育ちを支える、見守る 

●男性も女性も安心して仕事と子育てを両立できる環境をつくる 

●支えあうことにより、幸せになる地域をつくる 
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３ 具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

項   目 具体的な施策・事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(1)若い世代の

出会いを通じた

地域活力の醸成 

 

 結婚を機に本市で新生活をスタートさせるための

支援を行うとともに、これまでの子育て支援施策の充

実を図り、「結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない

支援」を展開し、少子化対策を推進する。 

 また、独身男女の出会いの場等の創出や結婚、妊娠、

出産、子育ての機運醸成のための事業を検討し、市内

定住化の促進や地域の活性化につなげる。 

 

（具体的な事業） 

・結婚新生活支援事業 

・婚活事業の検討 

・結婚、妊娠、出産、子育てに温かい社会づくり、機

運醸成事業の検討 

 

結婚新生活支援事業補助

金支給世帯数 

５年間で 70件 

(2)地域が連携

した子育て支

援・地域教育の

推進 

 

  豊富な知識や経験を持つ市民の連携により、こど

もたちの学びを支援する体制を整備し、地域力を活か

した子育て支援・地域教育の推進を図る。 

 

（具体的な事業） 

・地域学校協働本部事業（あい風寺子屋教室）の推進 

・子育て支援に関する情報提供の充実 

・まちづくり市民会議の開催 

・「まちづくりサロン」の企画検討 

・コミュニティ・スクールの推進 

・子育てイベントの充実 

・こどもの居場所づくりの推進 

 

学校支援地域本部事業

（あい風寺子屋教室）の

参加人数 

５年間で 2,500人 

(3)子育て環境

の整備 

 

 

 市内居住者はもちろん、市外からの当市への通勤就

業者も含めた、市民への子育て環境を充実することに

より、子育て家庭の負担軽減を図る。 

 

（具体的な事業） 

・石狩湾新港地域就業者のための保育機能を有する

利便施設の検討 

・さっぽろ連携中枢都市圏における公共施設及びイ

ンフラ資産に係る共同利用の可能性調査・検討 

・産後ケア(宿泊型・日帰り型・訪問型)の助成 

・各健診旅費の補助 

 

 

待機児童数 

通年０人 
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項   目 具体的な施策・事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(4)妊娠・出産の

希望をかなえる

支援の充実 

 

 妊娠・出産を希望しながら、不妊や不育に悩んでい

る夫婦に対し、安心してこどもを産み育てることがで

きるよう検査・治療にかかる費用負担の軽減を図る。 

 

（具体的な事業） 

・不妊症治療費の助成（特定不妊・先進不妊） 

・不育症治療費の助成 

 

 

 

 

不妊症治療申請件数 

５年間で 270件 

(5)デジタルを

活用したこども

子育て支援の充

実 

 

保育 ICTを活用することにより、保育士等に対する

業務負担の軽減や事務効率化が推進するとともに、保

護者等が行う保育所等に係る手続きの利便性を向上

させることで、市内のこども子育て環境の充実を図

る。 

（具体的な事業） 

・保育所等に対する ICT普及の推進 

・保活ワンストップシステムの推進 

・保育現況届のオンライン化 

オンラインを活用した給

付及び現況届出数 

５年間で 1,650件 
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戦略目標３ 「地域資源」からモノやしごとを創る 

 

１ 基本方針 

 いしかりの資源や魅力、石狩湾新港地域のポテンシャルから、新たな産業やブランドを創出し、地

域経済が活性化するまちを目指します。 

 

（数値目標） 

指             標 数値目標（Ｒ11年度） 

市内産業売上高（経済センサス活動調査） 3,800億円 

石狩湾新港地域における立地企業数 800社 

 

２ 基本的方向 

 本市は、優れた自然環境や豊富な農水産物などの魅力、さらには北海道と世界を結ぶ国際貿易港・

石狩湾新港とその背後地の工業団地を有しており、１次産業から３次産業まで多様な産業が揃ってい

る都市です。 

 それらの自然や産品を地域の可能性資源と捉え、さらに発掘し、創意工夫のもと地域の人や産業の

連携によりブランド力を磨いていくことや、デジタルの力を活用して効率化に努め、地域経済や地域

の魅力をより一層高めていくこととします。 

 

●いしかりならではの新たな産業、地域ブランドを創出する 

●新たな雇用を生み出す 

●地域経済を活性化し、地域内で循環させる 

 

３ 具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

 

項   目 具体的な施策・事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(1) 地場産品の知

名度向上および

新規創出 

 

 

 

  

 本市の特産品等の知名度向上や販路拡大を図る

ため、動画を活用した表現力でダイレクトに発信

することや、動画サイトを活用した観光協会等の

関連団体ホームページをはじめ、物産・観光パンフ

レット等の紙媒体とも連動した広報活動を展開す

る。 

 

（具体的な事業） 

・地場産品情報発信事業 

・販路拡大事業 

・ＰＲ事業（イベント開催） 

・着地型観光推進事業 

 

 

 

地場特産品販売額 

５年間で 10億円 
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項   目 具体的な施策・事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

  地産地消を推進し、地元農産物に対する意識や

理解を深めるため、学校給食における地場産品の

積極的な活用を図る。 

 

（具体的な事業） 

・学校給食における地場産品の活用 

・食育推進事業 

いしかりデーの開催 

５年間で 25回 

 本市の農畜水産物等を原材料として活用するこ

とや、地域の特色を活かした加工品の開発推進な

ど、将来にわたり持続的な取組が可能な新産業の

創出を図るほか、開発した商品の知名度向上や競

争力の強化に取り組み、地域産業の持続的な発展

と地域経済の活性化を図る。 

 また、とれのさとや道の駅なども活用し販路の

拡大を図る。 

 

（具体的な事業） 

・地域資源調査研究事業 

・地域資源活用イベント事業 

・地域産業資源の創出 

・加工品の開発支援 

・販路拡大事業 

・食育推進事業 

・学校給食における地場産品の活用 

地場農産品販売額 

５年間で 20億円 

 

加工品の開発数 

５年間で 25件 

 豊富な地場農産物と石狩の農業への理解を深め

てもらうため、生産者と消費者をつなぐ各種事業

や体験型講座を開設するほか、こどもから高齢者

まで多世代が交流できる空間づくりを行い、関係

人口の創出や地域農業の持続的な発展を図る。 

 

（具体的な事業） 

・いしかり食と農の未来づくり事業 

・食育推進事業 

・農泊施設を活用した農山漁村交流の推進 

グリーンツーリズム・農業

体験参加者数 

５年間で 6,000人 

 栽培漁業の推進や漁業経営の向上を図るため、

本市の代表的な魚種であるサケやニシンをはじ

め、ハタハタやワカサギなど、安定した漁業資源を

確保する。 

 

（具体的な事業） 

・サケ、ニシン等種苗放流支援 

 

サケ稚魚放流数 

５年間で１億 7,500万尾 
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項   目 具体的な施策・事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(2)新しい雇用の

創出、若者の職場

定着支援 

 

 高校生の就職内定率の向上、若者の職場定着を

促進し、労働者の確保及び就労条件の改善を図る。 

 また、雇用・労働基本調査を実施し事業の実態を

把握する。 

 

（具体的な事業） 

・若者人材育成・職場定着支援事業 

・高校生の地元企業見学の推進 

・インターンシップの取組の推進 

 

セミナー参加の高校生の

就職内定率 

毎年 100％ 

(3)物流を核とし

た臨海部産業集

積エリアの形成 

 
 

 北海道の都市圏を支える臨海部産業集積エリア

として、物流・エネルギー・情報・食品等、多様な

産業集積を図る。特に物流については、石狩湾新港

の港湾計画改訂を踏まえ、外内貿ターミナル機能

の形成を補完する流通機能集積の拠点化の推進を

図るとともに、流通機能や防災機能の高度化など、

地域の特性を活かした取組を推進する。 

 

（具体的な事業） 

・港湾管理者や関係団体等と連携した内貿定期航

路の誘致 

・石狩湾新港地域就業者のための通勤手段拡充に

向けた検討 

・石狩湾新港地域の核となる複合施設の検討 

・災害時にも機能できる、物流基盤の強靭化に向け

た検討 

・無人配送の取組の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「物流関連ゾーン」を含む

石狩湾新港地域内（石狩市

域）への新規立地企業数   

５年間で 80社 

 

内貿定期航路誘致数 

５年間で 1航路 
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項   目 具体的な施策・事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(4)エネルギー関

連産業を核とし

た新たな産業空

間の形成 

 

 洋上風力発電事業をはじめとした再生可能エネ

ルギー発電の集積をきっかけとし、エネルギーの

地産地消や脱炭素型の地域づくり、さらに AI（人

口知能）や IoT、水素といった先進的な要素の活用

推進を通じて、新たな産業空間の形成を図る。 

 

（具体的な事業） 

・海運を活用した洋上風力発電施設の供給・メンテ

ナンス等の機能集積による産業拠点の形成 

・再生可能エネルギーを活用することによる地域

経済の活性化 

・再生可能エネルギー電力を 100%供給できるエリ

アの実現に向けた検討 

・AI、IoT等の先端技術を活用した先進的な産業の

集積 

・再エネ由来水素を活用した水素製造や、水素関連

産業の集積と水素活用の推進 

・再エネや水素を活用した、脱炭素型モビリティの

導入に向けた検討 

・次世代通信技術の普及を見据えた先導的な産業

振興 

・脱炭素に向けた取組の推進 

・マイクログリッドの推進 

エネルギー関連企業新規

立地数 

５年間で３件 
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戦略目標４ 「いろんな顔」をつくる 

 

１ 基本方針 

 地域の特色や個性を再発見し、まちの魅力として磨き上げを行い、「いしかりの顔」として育てあげ

ることにより、まちの自慢や市民の誇りの醸成を行うとともに、他地域からの新しい人を呼び込むま

ちを目指します。 

 

（数値目標） 

指             標 数値目標（Ｒ11年度） 

交流人口数（観光客等入込数） 250万人 

地域の資源を見つけ、価値を創造し、魅力あるまちにしていくための

集まりに参加している（参加したいと思う）市民の割合 

（市民意識調査） 

50％ 

 

２ 基本的方向 

 本市が有する様々な地域資源やまちの特色・個性を活かした、「まちの顔づくり」を進めることによ

り、地域イメージ・ブランド戦略を推進し、移住・定住の誘導や国内外を問わない交流人口の拡大に

つなげていきます。 

また、市民自らがデジタルの力も活用しながらまちの魅力を発見、掘り起こし、自らの手で育て、

磨き上げを行うことにより、まちの魅力を再認識し、住み続けたいと思う気持ちをまちの活気や賑わ

いにつなげ、いしかりへの誇りや愛着を高めていくまちづくりを進めます。 

 

●自慢できるいしかりの魅力を育てる 

●観光や移住など新たな人の動きをつくる 

●まちの様々な魅力を高め、賑わいをつくる 

 

３ 具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

項   目 具体的な施策・事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(1)観光資源を活

かした交流人口

の誘導 

 

 

 少子高齢化やレジャーの多様化等を背景に、全

国的な海離れが進む中、安全安心、気軽・手軽、快

適をキーワードとする「石狩の海辺の魅力」を創造

し、誘客を図る。 

  

（具体的な事業） 

・海辺の魅力創造推進事業 

・サイクリング推進事業 

 

 

 

 

 

 

海辺の施設・イベント等の

入込数 

５年間で 50万人 
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項   目 具体的な施策・事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(2)中山間・過疎

地域における多

機能・複合型交流

拠点の形成 

 

石狩北部地域（厚田・浜益）の自然・歴史・産業な

どの資源を活かすことや、「道の駅」を様々な地域

活動の拠点とすることで、その活動を深化させる

とともに、地域一体型の振興事業を展開すること

により、新たな域外需要を取り込み、地域産業の振

興や交流人口の増加につなげるための地域振興策

を展開する。 

 また、北海道を訪れる外国人観光客が増加して

いることから、自然、歴史、文化、食、体験型観光

等の情報を国内外へ積極的にＰＲし、誘客を図る。 

 

（具体的な事業） 

・インバウンド観光推進事業 

・地域の魅力発信事業 

・着地型観光推進事業 

・市内観光ツアーの推進 

道の駅入込数 

５年間で 200万人 

(3）地域の魅力や

可能性を活かし

た賑わいづくり 

 

 地域の特色や魅力、人材、可能性などを最大限に

活かしながら、市民が自慢できるような交流拠点

の形成や機会の創出を通じて、新たなまちの賑わ

いづくりを推進する。 

  

（具体的な事業） 

・学校図書館等充実事業 

・市民図書館を拠点とする賑わいの場づくり（図書

館まつり、科学の祭典等） 

・社会教育課との連携事業推進による図書館の魅

力発信 

・こども司書養成事業 

・市民図書館レファレンス（調査）サービスの推進 

 

市民図書館（本館）入館者

数  

５年間で 100万人 

(4)観光産業にお

ける DX推進 

 

 デジタル技術を活用し、近接する地域間、同様の

観光資源を有する地域間での連携を促進し、旅行

者が周遊するエリアの拡大を目指すため、市内観

光施設等の周知や PRの取組を推進する。 

 

（具体的な事業） 

・デジタルマップの活用 

・デジタルを活用した情報発信の推進 

デジタルマップの閲覧数 

５年間で 50万件 
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戦略目標５ 誇りとなる「人や文化」を育てる 

 

１ 基本方針 

 いしかりに暮らす人々の誇りや愛着を醸成し、世界に羽ばたく人材の育成や、新しい石狩文化が育

つまちを目指します。 

 

（数値目標） 

指             標 数値目標（Ｒ11年度） 

転入・転出者数の均衡（転入者数－転出者数） 200人 

石狩市が好きと感じる市民の割合（市民意識調査） 100％ 

 

２ 基本的方向 

定住人口の持続や新たな居住者を誘導するため、趣味やスポーツ、芸術、文化活動などの市民のラ

イフスタイルや、デジタルの知識が求められる教育分野や人材育成、日々の暮らしを豊かで楽しいも

のにしたいという多種多様な欲求に対応可能なまちづくりを展開し、次の時代に向けた新しい石狩文

化の醸成を進めていきます。 

また、そういった活動の小さな芽が、やがて大きな実を結び、広い世界のいろいろな舞台で活躍す

る人材の育成につながっていくことを期待するとともに、いしかりで育ったことに誇りを持ち、故郷

に大きな愛着を持った「いしかり人」を育て、次の時代のまちづくりの原動力となっていくことを目

指します。 

 

●市民の学びや楽しみの輪を広げ、いしかりの新しい文化を醸成する 

●まちが人を育て、人がまちの誇りになる循環の仕組みをつくる 

●国際感覚豊かな人材を育てる 

 

３ 具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

項   目 具体的な施策・事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(1)学びの機会と輪

を広げる取組の推

進 

 
 

 市民がまちの魅力を自由に学び知ることで、ま

ちへの誇りや愛着を醸成するとともに、市民の学

びや楽しみの輪を広げる取組を推進する。 

 

（具体的な事業） 

・いしかり市民カレッジの企画・運営支援 

・高齢者を対象とした学習と交流の場（はまなす

学園等）の実施 

・各種講座（いしかり市民カレッジ、まちづくり

出前講座等）の開催支援 

・まちづくり市民会議の開催 

・食育推進事業 

・文化振興事業（Kitaraファースト・コンサート） 

・学生ボランティアによる放課後学習事業の実施 

いしかり市民カレッジの

登録者数 

毎年 130人 

 

文化振興事業参加小学校数 

毎年９校 
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項   目 具体的な施策・事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

 

 石狩国際交流協会と協力し、市民が国際文化に

触れる機会を提供することにより、異文化への相

互理解を深め、国際感覚豊かな人材を育成する。 

 

（具体的な事業） 

・姉妹都市高校生交換留学生事業 

・少年少女親善訪問団派遣・受入事業 

 

姉妹都市交流事業派遣・受

入数 

５年間で 20人  

(2)スポーツ・健康

のまちづくりの推

進 

 

 

 市民が日々の暮らしを豊かで楽しく活気あるも

のにするため、ライフスタイルに合わせたスポー

ツや健康づくりを推進する。また、スポーツ広場

などを活用したスポーツ拠点づくりを推進する。 

 

（具体的な事業） 

・トレッキング事業 

・サイクリング推進事業 

・ウォーキングイベントの実施 

・カローリングの実施 

・生活習慣病予防などの事業 

・スポーツツーリズムの推進 
 

スポーツイベント参加者数 

５年間で 25,000人 

(3)競技スポーツの

推進とアスリート

の育成 

 

市民のスポーツであるソフトボールをはじめと

した各種スポーツの推進を図るため、国内外の  

トップアスリートによるフォーラムや指導体制の

充実を図るとともに、身近にトップクラスのアス

リートの技術などを学ぶため、全国規模の大会や

スポーツイベントを呼び込み、交流人口の拡大と

あわせ、将来のアスリートを育成する。 

 

（具体的な事業） 

・ソフトボール強化（アスリート育成）事業 

・大会や合宿の誘致 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

強化事業やスポーツイベ

ントの開催数 

５年間で 20件 
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項   目 具体的な施策・事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(4)幅広い人材登用

による地域活力の

創出 

 

 

ＵＩＪターンによる新規就労者の支援を行うこ

とや、増加する外国人に対応するなど、地域経済

の活性化を図る。 

 

（具体的な事業） 

・新規就業者支援助成 

・関係機関と連携した移住相談会の実施 

・空家活用促進 

・移住希望相談者に対するワンストップサービス

の強化 

・移住支援事業 

・外国人の住環境整備促進 

・お試し移住の実施 

 

ＵＩＪターン者数 

５年間で 20人 

 地域おこし協力隊制度により、都市地域から厚

田区・浜益区への人材受け入れを行い、地域住民や

団体と連携した地域振興の取組や隊員の起業を支

援する。 

 また、集落支援員（※）制度等の活用により、過

疎集落等の実情に応じた効果的かつ持続可能な地

域づくりの推進を図る。 

 

（具体的な事業） 

・地域おこし協力隊活動事業 

・集落支援員活動事業 

 

※ 集落支援員：地方公共団体の委嘱を受けて、集落点検の実施、集落

のあり方に関する住民同士・住民と地方公共団体の話し合いに従事す

る者を集落支援員とし、地方公共団体が地域の実情に応じて設置でき

るもの。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域おこし協力隊定住数 

５年間で５人 



- 22 - 

項   目 具体的な施策・事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(5)豊かな自然、多

様な生物、人が共生

するまちの推進 

 

 

 

 

 

 こどもたちをはじめ、市民や事業者に対して、生

物多様性に関する意識や関心を高めるための周知

や講座等を行い、持続可能な社会を創ろうとする

意欲の醸成と環境意識の向上を図る。 

 また、環境保全活動を通し、地域課題の解決や持

続可能な地域の創出の推進を図る。 

 

（具体的な事業） 

・生物多様性（発信）に関する事業 

・グリーンインフラ事業の推進 

・環境教育推進事業（自然環境保全に関する取組） 

・環境教育、環境学習の人材育成フィールドとして

の展開 
・地域資源調査研究事業 
 

海浜植物の播種・植栽によ

る川下海水浴場の緑地化

面積 

５年間で 128㎡増加 

  豊かな自然と多様な生物、そして人とが共生す

るまちの推進を図るために保護地区の面積を拡大

し、生物多様性の保全と体験などを通じた普及啓

発を図る。 

 

（具体的な事業） 

・生物多様性発信事業（生物多様性保全に関する取

組と普及啓発活動） 

・石狩浜海浜植物等保護地区の拡大 

・地域資源調査研究事業 

 

石狩浜海浜植物等保護地

区などの保護区 

R11年時 64ha 

(6)歴史文化の醸成

による観光産業の

活性化 

 

 石狩古来の石狩鍋やチャンチャン焼きなど、鮭

料理の更なる知名度アップを図るほか、鮭漁で栄

えた石狩の歴史や文化を広くＰＲすることによ

り、石狩市民が誇るアイデンティティを醸成し、鮭

などを活用した観光産業の活性化を図る。 

 

（具体的な事業） 

・「サケの文化発信」事業 

・石狩市三大秋祭り 

・日本遺産などの活用 

 

 

 

 

 

 

 

石狩市三大秋祭り入込数 

５年間で 30万人 
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項   目 具体的な施策・事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(7)移住・定住の推

進 

 

 本市における魅力ある豊かな暮らしを創出でき

るよう、関係機関等との連携を進め、移住・定住の

促進を図る。 

 

（具体的な事業） 

・移住希望相談者に対するワンストップサービス

の強化 

・関係機関と連携した移住相談会の実施 

・日本版ＣＣＲＣ構想を含めた地域包括ケアシス

テムの検討と構築 

・空家活用促進 

・お試し移住の実施 

ワンストップサービス等

による移住・定住件数 

５年間で 100件 

(8)デジタルを活用

した教育、人材育成

の推進 

 

 学校の学びにおいて求められている教育 DX、ICT

活用 等を通じ魅力的な教育を展開し、こども達の

教育環境を向上させ、かつ教育現場の負担軽減も

図る。 

 

（具体的な事業） 

・GIGAスクール構想推進事業 

・学校のネットワークにおける推奨帯域の確保 

・児童生徒用端末の着実な更新 

・学習用ソフトの積極的活用 

・校務 DXの推進 

 

クラウド環境を活用した

公務 DX を導入している学

校 

R11年時 100％ 

 デジタル社会の到来、人口減少の進行、ライフ

プラン多様化など、自治体を取り巻く環境が日々

変化している状態を踏まえ、市内従業者の業務の

効率化および新たなアイデアの醸成につながるよ

う、人材育成の取組を推進する。 

 

（具体的な事業） 

・市職員育成、研修の推進 

・デジタル人材の育成 

・民間との合同研修の検討 

 

 

DX関連研修の受講者数 

５年間で 485人 
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戦略目標６ 時代にあった地域として持続する 

 

１ 基本方針 

 長期的視点に立って、安全・安心・快適な市民の暮らしを持続するため、基盤となる生活環境やイ

ンフラの確保、民間ストックの調整施策、公共施設の適正配置や維持管理を推進するとともに、人口

減少社会に的確に対応し、近隣市町村との連携強化を図ります。 

 

（数値目標） 

指             標 数値目標（Ｒ11年度） 

令和 11年度末における人口 56,600人 

これからも石狩市に住み続けたいと思う市民の割合 

（市民意識調査） 
100％ 

石狩市を一時的に離れても、石狩市に戻ってきたいと思う 30 歳未満

の割合（市民意識調査） 
100％ 

 

２ 基本的方向 

 公共施設等総合管理計画により整理した基本方針に基づき、長期的視点に立った公共施設マネジメ

ントの推進に努めます。 

 人口減少社会に対応し、市民の安全・安心・快適な暮らしの持続と、まちの賑わいや活力を将来に

わたって確保していくよう、各種行政施策の総合調整を進めるとともに、必要な行政サービス水準に

ついて、近隣市町村との連携・協力のもと安定的に提供し続けるための検討・研究に努めます。 

 

３ 具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

項   目 具体的な施策・事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(1)ＩＣＴ※を有効

活用する新たな行

政サービスの構築 

 

 

 

 

 

 

 市民の安心・快適な暮らしを目指し、ＩＣＴの有

効活用による新たなサービスや付加価値の高いサ

ービスの提供による市民の利便性・快適性の向上、

庁内業務の効率化により得られた余裕を活用した

市民サービスの向上などを図る。 

 

（具体的な事業） 

・オンライン手続の拡大 

・公開型ＧＩＳにおける公開情報の拡充 

・庁内各種業務システムの効率化 

 

※ ＩＣＴ：Information and Communication Technologyの略称。情報

や通信に関連する科学技術の総称。 

※ ＧＩＳ：Geographic Information System の略称。地図とその場所

に関する情報を結び付けてコンピューターで管理し、様々なことに活

用する「地理情報システム」のこと。 

 

 

オンライン手続き申請数 

５年間で 1,500件 
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項   目 具体的な施策・事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(2)時代・地域に

即した交通体制

の推進 

 

 超高齢社会における公共交通の維持・確保及び

利便性の向上を図るため、関係機関との連携のも

と、地域特性や利用者ニーズを踏まえた運行形態

の改善や地域の交通状況に応じた新たな交通手段

などを確保し、新たな交通システムについて検討

する。 

 

（具体的な事業） 

・浜益厚田間乗合自動車運行事業 

・スクールバス混乗事業 

・公共交通空白地有償運送 

・浜益滝川間乗合自動車運行事業 

・オンデマンド交通の実証運行 

・市内における新たな交通手段の導入検討 

 

市内オンデマンド運行事

業および通勤オンデマン

ド運行事業の合計利用者

数 

５年間で 15万人 

(3)行政事務の広

域連携の推進  

 近隣市町村とともに、公共施設及びインフラ資産

に関する基礎情報を整理し、広域共同利用の可能性

など将来における効果的・効率的な施設配置や管理

の在り方の検討を進める。 

 

（具体的な事業） 

・さっぽろ連携中枢都市圏における公共施設及び

インフラ資産に係る共同利用の可能性調査、検討 

・施設の共同利用及び事務共通化により行政の効

率化に取り組む 

公共施設や公共システムの

共同利用や、事務共通化の

件数 

５年間で 2件 

(4)近隣自治体と

の連携強化の推進 

 

 近隣市町村との連携強化を図り、文化・スポーツ

などの市民交流や、職員研修等を通じて効果的なま

ちづくりの推進や地域住民レベルでの相互交流を

支援する。  

 

（具体的な事業） 

・３市区連携プロモーション事業（札幌市手稲区・

小樽市・石狩市連携事業） 

・さっぽろ連携中枢都市圏事業 

・広域のデジタル人材育成、確保に係る取組 

 

 

 

 

 

 

近隣市町村との独自連携事

業の実施件数  

５年間で 30件  
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項   目 具体的な施策・事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(5)遊休公共財産

の有効活用の検討 

 

 

 施設の適切な規模と在り方を検討し、公共施設等

のマネジメントを徹底した上で、民間への売却も含

め、公的効果の高い遊休公共財産の有効活用を図

る。 

 

（具体的な事業） 

・公共施設等総合管理計画に基づく公共施設等の

在り方の検討 

・廃止となった施設や市有地の民間等による有効

活用 

・市有地等の活用による地域振興拠点の形成 

遊休公共財産の効果的な活

用・処分件数 

５年間で 3件 

(6)将来にわたっ

て暮らしやすいま

ちづくりの推進 

 

 

 市民が「住み続けたい」と思うまちであり続ける

とともに、市外からも「住みたい」と思われるよう

なまちとなるために、市民・事業者・大学・行政が

ともに取り組む仕組みづくりを検討し、将来にわた

って暮らしやすいまちづくりを推進する。 

 

（具体的な事業） 

・まちづくり市民会議の開催 

・「まちづくりサロン」の企画検討 

・協働事業、後援・共催事業の推進 

・市民参加手続デジタル化による情報配信の推進 

・事業者・大学との包括連携協定に基づく共同事業

の推進 

 

協働事業や後援・共催事業

の実施件数 

５年間で 100件 

 将来にわたり持続性の高い地域社会の構築など

に向けて、民間の活力を取り込むことを推進する。 

 

（具体的な事業） 

・企業版ふるさと納税の推進 

 

本市に企業版ふるさと納税

を実施した企業数 

５年間で 30件 

 本市の農畜水産物等や地域の特色を活かした加

工品、体験観光等をふるさと納税の返礼品とするこ

とで、知名度向上や、地域の活性化を図る。 

 

（具体的な事業） 

・ふるさと納税の推進 

 

ふるさと納税の新規返礼品

メニュー数 

５年間で 100件 



- 27 - 

項   目 具体的な施策・事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(7)防災・減災、国

土強靭化の強化等

によるまちづくり 

 

 大規模自然災害から市民の生命・財産を守り、社

会経済機能を維持するため、北海道や関係機関との

連携強化を図るほか、デジタル技術を活用し、即時

に情報発信が出来る仕組みを整備するなど、情報配

信手段の多重化及び、地域防災力の強化を図る。 

 

（具体的な事業） 

・地域情報配信アプリの利用促進 

・防災対策事業 

・情報発信の充実 

・ＧＩＳ機能を活用した防災マップの提供 

地域情報発信アプリを利用

した防災啓発等に関する情

報発信の回数 

５年間で 50回 
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第３ 人口ビジョン 

 

（１）人口動向分析 

人口動向分析に当たっては、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」とする。）や、国勢調

査等のデータをベースとして、本市における過去から現在に至る人口の推移を把握し、その背景を分

析することにより、講ずべき施策の検討材料を得ることを目的として、時系列による人口動向や年齢

階級別の人口移動分析を行います。 

 

① 時系列による人口動向分析 

（ア）総人口の推移と将来推計 

本市の総人口は、大正 9年（1920年）～昭和 45年（1970年）の約 50年間、概ね 2万人～2万 5

千人程度と横ばいで推移してきましたが、昭和 40 年（1965 年）の新札幌団地（現花川南）及び昭

和 48年（1973年）の花畔団地の分譲開始や、昭和 45年（1970年）に閣議決定された第３期北海道

総合計画に基づき整備が進められてきた石狩湾新港の開発、昭和 53 年（1978 年）の石狩湾新港地

域の用地分譲開始などにより、総人口は大きく伸び、平成 17 年（2005 年）の３市村合併時にはピ

ークとなる約 6万人を記録するものの、その後は減少に転じており令和７年（2025年）以降も減少

が続く推計結果となっています。 

 
※ 2020年までは国勢調査により作成、2025年以降は社人研推計値に準拠して作成 

※ 市村合併以前（2005年以前）の人口は、旧石狩市、旧厚田村、旧浜益村の合計値を示す 

  

市村合併

（2005年）

石狩湾新港地域用地分譲開始

（1978年）

花畔団地分譲開始

（1973年）

新札幌団地（現花川団地）分譲開始

（1965年）
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【図表１ 総人口の推移と将来推計】
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（イ）年齢３区分別人口の推移 

 本市の年齢 3区分別人口をみると、生産年齢人口については、概ね総人口と同様の推移である一

方で、年少人口は昭和 60年（1985年）をピークに緩やかに減少し、老年人口は令和 7年（2025年）

まで増加したのち緩やかに減少する推計となっています。 

 また、年齢 3区分別人口構成比をみると、令和 2年（2020年）では老年人口割合は 34％、生産年

齢人口割合は 54％でしたが、令和 42年（2060年）推計値では老年人口割合が 45％（＋11％）、生

産年齢人口割合は 46％（－8％）となっており、将来の人口構成比に大きな変化が生じることが推

計されています。 

 
 

 
※ 2020年までは国勢調査により作成、2025年以降は社人研推計値に準拠して作成 

※ 市村合併以前（2005年以前）の人口は、旧石狩市、旧厚田村、旧浜益村の合計値を示す 

※ 年少人口：0～14歳、生産年齢人口：15～64歳、老年人口：65歳以上  
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【図表２ 年齢３区分別人口の推移】
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【図表2】 年齢3区分別人口構成比の推移 年少人口 生産年齢人口 老年人口
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（ウ）出生・死亡、転入・転出の推移 

 本市における昭和 45年（1970年）以降の出生・死亡数の推移をみると、出生数は昭和 48年（1973

年）の花畔団地分譲開始後、順調に増加し続けてきましたが、昭和 58 年（1983 年）をピークに概

ね横ばいか緩やかに減少傾向となっています。一方、死亡数は、昭和 45 年（1970 年）以降増加傾

向となっています。 

 また、転入・転出数の推移をみると、転入数は昭和 53年（1978年）前後に大きく増加しており、

その後も平成 8年（1996年）までは毎年 3,000人を超える高い水準で推移していました。2000年代

に入ってからは転入数と転出数が概ね同数で推移していましたが、令和元年（2018年）からは、転

入超過が続いている状況です。 

 

 
※ 2020年までは国勢調査により作成、2025年以降は社人研推計値に準拠して作成 

※ 市村合併以前（2005年以前）の人口は、旧石狩市、旧厚田村、旧浜益村の合計値を示す 

※ 1970年から 2012年までの転入・転出数及び出生・死亡数は市民課調べ、2013年以降は住民基本

台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査により作成 
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（エ）総人口の推移に与えてきた自然増減と社会増減の影響 

 前述のとおり、昭和 40 年（1965 年）以降の宅地開発を背景に、自然増減数、社会増減数ともに

減少を続けています。平成 17年（2005年）以降は、社会増減が±400人の中で推移するようになっ

ています。 

 

 
※ 各年度における転入・転出数及び出生・死亡数データ（2012年までは市民課調べ、2013年以降は

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査）により作成 
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② 年齢階級別の人口移動分析 

（ア）性別・年齢階級別の人口移動の状況 

 本市における平成 27年（2015年）から令和 2年（2020年）の性別・年齢階級別の人口移動をみ

ると、男女ともに「15～19歳→20～24歳」の減少数が多くなっており、大学進学や就職等に伴う市

外への転出増が主な要因であると考えられます。 

 また、男性は「25～29歳→30～34歳」～「45～49歳→50～54歳」までは、転入が転出を上回る

傾向となっており、住宅購入による他地域からの転入や進学等に伴う転出後の Uターンなどが要因

の一つと考えられます。 

一方、女性は、「25～29歳→30～34歳」～「60～64歳→65～69歳」の広い年代で転入が転出を上

回る傾向となっています。 

 

 
※ 国勢調査より 2020年と 2015年の５歳階級別人口の差から純移動数を推計し作成 

※ 純移動数とは、転入数から転出数を減じた人口移動状況を示す指標で、転入が転出を上回る場合

はプラス、転出が転入を上回る場合はマイナスで表現 
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（イ）性別・年齢階級別の人口移動の状況の長期的動向 

 人口移動の長期的動向は、男女ともに各年の増減の傾きなど概ね同様の傾向ですが、近年になる

ほど純移動数のプラス幅が減少傾向にあります。また、移動が高年齢化している傾向がみられ、進

学等に伴う転出後の Uターン等の年齢が高年齢化してきていることが要因の一つと考えられます。 

 

 

 
※ 国勢調査よりｎ年と（ｎ－５）年の５歳階級別人口の差から純移動数を推計し作成 
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（ウ）人口移動の最近の状況 

【男性】 

男性の総転入数、総転出数は 1,000人程度で増減を繰り返しています。平成 30年（2018年）以

降、転入超過が続いています。 

また、転入転出先として、最も多いのが札幌市であり、次いで札幌市以外の市部となっています。 

（転入・転出） 

 

 
※ 人口動態調査より作成  
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（転入・転出超過） 

 
※ 人口動態調査より作成 
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【女性】 

女性の総転入数も、男性同様に平成 30 年（2018 年）以降、転入超過が続いています。転入転出

先は、男性と同じく、最も多いのが札幌市であり、次いで札幌市以外の市部となっています。 

（転入・転出） 

 

 
※ 人口動態調査より作成  

629
709 718 693 687

620

139

162 114
111 138

113

117

113
96

86
113

101

67

66
88

56

101

54

60

67
49

73

109

80

1,012

1,117
1,065

1,019

1,148

968

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

転入数（人） 【図表８ 人口移動の最近の状況（女性）】

札幌市 札幌市以外の市部 郡部 東京圏 東京圏以外の道外 （合計）

682 663 646 611
560 565

79 89 116
95

136 109

67 76 73

51 79
64

72 74 67

70
102

75

59 63 52

85

99

60

959 965 954
912

976

873

0

200

400

600

800

1,000

1,200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

転出数（人）

札幌市 札幌市以外の市部 郡部 東京圏 東京圏以外の道外 （合計）



－ 37 － 

（転入・転出超過） 

 
※ 人口動態調査より作成 
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（エ）年齢階級別の人口移動の最近の状況 

【道内】 

 年齢階級別の道内への人口移動では、20 代の純移動数の減少幅が最も大きく、次いで 10 代の減

少幅が大きい傾向にあります。 

また、40代の純移動数は近年増加傾向にあります。 

 
 

※ 人口動態調査より作成 
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 【道外】 

年齢階級別の道外への人口移動では、令和 4年（2022年）を除き、20代の純移動数の減少が最も

大きくなっています。 

 
 

※ 人口動態調査より作成 
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（オ）道内市区との人口移動の最近の状況 

 道内市区との人口移動の状況では、札幌市西区や手稲区からの転入が多く、中央区、白石区、豊

平区を除いてすべての区で転入超過となっています。 

 平成 30年（2018年）以降は、転入超過の傾向となっています。 

 

 
※ 人口動態調査より作成 
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（カ）周辺市区町村との人口移動の最近の状況 

 【令和元年（2019年）】 

令和元年（2019年）の周辺市区町村との人口移動の状況をみると、本市に隣接する札幌市北区、

札幌市手稲区、小樽市などからは転入超過となっている一方で、その他札幌市や恵庭市には転出

超過となっています。 

 

【図表 11 周辺市区町村との人口移動の最近の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 人口動態調査および 
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 【令和２年（2020年）】 

令和２年（2020年）の周辺市区町村との人口移動の状況をみると、本市に隣接する札幌市北区、

札幌市手稲区のほか、札幌市西区や札幌市東区からの転入超過が大きくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 人口動態調査および 
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 【令和３年（2021年）】 

令和３年（2021年）の周辺市区町村との人口移動の状況をみると、前年と比較して、札幌市西

区、その他札幌市からの転入超過が著しい傾向になっています。 
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 【令和４年（2022年）】 

令和４年（2022年）の周辺市区町村との人口移動の状況をみると、前年と比較して、札幌市北

区、札幌市手稲区、その他札幌市からの転入超過が著しい傾向になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 人口動態調査および 
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 【令和５年（2023年）】 

令和５年（2023年）の周辺市区町村との人口移動の状況をみると、前年と比較して、転入超過

の数はいずれの地域も減少傾向になっています。 
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③ 合計特殊出生率の推移 

 本市における年間の出生数は令和５年（2023年）では 254人となっており、平成 26年（2014年）

と比較すると 96人減少しています。平成 26年（2014年）からの推移をみると、概ね 300～350人

程度の出生数で推移していますが、減少傾向が続いている様子がみられます。 

一方で、本市の合計特殊出生率※については、平成 10年（1998年）以降増加傾向となっており、

令和４年（2022年）時点では 1.34と、全国の 1.33、北海道の 1.21と比較して高くなっています。 

※合計特殊出生率：一人の女性が一生涯のうちに出産する平均数を示す指標 

 

 

※ 人口動態調査・人口動態統計より作成 

 

 

※ 人口動態保健所・市区町村別統計より作成 
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④ 雇用や就労等に関する分析 

（ア）男女別産業人口の状況 

 本市の男女別産業の特化係数※は、「B.漁業」、「D.建設業」が高くなっています。特に、「B.漁業」

の特化係数が高く、女性が男性を大きく上回っています。 

 男性の産業人口は、「D.建設業」、「I.卸売業、小売業」、「H.運輸業、郵便業」の順で多くなってい

ます。 

 女性の産業人口は、特に「I.卸売業、小売業」、「P.医療、福祉」が多く、ほぼ同程度となってい

ます。 

※ 特化係数：地域(石狩市)の産業が全国と比べてどれだけ特化しているかを示す指標。特化係

数が 1.00であれば全国と同等、特化係数が 1.00を超える場合であれば全国と比べ特化している

ことを示す 

 

 

※ 国勢調査（2020年）より作成 
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（イ）年齢階級別産業人口の状況 

 主な産業別に年齢階級別の人口をみると、農業、漁業における 60 歳以上の割合がおよそ 50％以

上となっています。このことから、担い手不足の状況が伺え、今後就業者数の減少が予想されます。 

 宿泊業、飲食サービス業における 15～29 歳男性の割合は 3 割以上を占めており、若い世代の産

業人口割合の中で最も高い割合となっています。 

 

 

※ 国勢調査（2020年）より作成 
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（２）将来人口推計 

社人研による提供データ・人口推計結果をベースとして、将来人口の見通しや将来人口に及ぼす自

然増減や社会増減の影響度の分析等を行います。 

 

① パターン１（社人研推計準拠）による総人口 

(ア)総人口の推移（社人研推計） 
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総人口（人）【図表15-1 総人口の推移（社人研推計）】

社人研推計

 社人研推計による令和 22年（2040年）の本市の総人口は、47,590人となっています。 

この推計は、社人研による提供データを基に、本市が平成 22 年（2010 年）以降、人口が転出超

過基調にあることから、全国の移動総数が社人研の平成 27年（2015年）～令和 2年（2020年）の

推計値より縮小せず、概ね同水準で推移すると仮定したものです。 
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(イ)国勢調査と住民基本台帳人口の比較 

  

(参考) 国勢調査と住民基本台帳人口の比較による補正率 

区分 令和２年（2020年）人口 

住 基（9月 30日現在） （A） 58,301人 

国勢調査（10月 1日現在） （B） 56,869人 

(B)/(A) 0.97544 
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総人口（人）【図表15-2 パターン1（社人研推計準拠）】

社人研推計 パターン1（社人研推計準拠）

 パターン１（社人研推計準拠）は、社人研による人口推計が過去の国勢調査をベースに算出され

ていることから、直近の国勢調査と住民基本台帳人口との比較を基に、「住基人口×0.97544」を補

正率として仮定し、(ア)総人口の推移（社人研推計準拠）について補正したものです。 

パターン１（社人研推計準拠）による令和 22年（2040年）の総人口は、48,789人となります。 
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②  人口減少段階の分析 

 パターン１（社人研推計準拠）によると、平成 27年（2015年）の人口を 100 とした場合の老年

人口の指標は、令和 12年（2030年）を境に維持・微減の段階に入り、令和 27年（2045年）以降は

減少段階に入ることから、本市の人口減少段階は図表 16のとおり、令和 12年（2030年）以降に「第

２段階」、令和 27年（2045年）以降に「第３段階」に入ると推測されます。 

 なお、後述する人口の将来展望のうち、「中期展望」の目途とする令和 22年（2040年）における

人口減少段階は、「第２段階」にあるものと推測されます。 

 

（注 1）人口減少段階については、「第１段階」：老年人口の増加（総人口の減少）、「第２段階」：老年人口の維持・微減、 

「第３段階」：老年人口の減少の３つの段階を経て進行するとされています。 

（注 2）内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局内閣府地方創生推進室の「人口動向分析・将来人口推計のための

基礎データ及びワークシート（令和６年６月版）」より作成。 

（注 3）令和２年（2020年）の年齢３区分ごとの人口をそれぞれ 100とし、各年の人口を指数化しました。 
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【図表16 人口減少段階の分析】

総数 年少人口 生産年齢人口 老年人口

第１段階 第２段階 第３段階

【図表17　令和22年（2040年）における本市の「人口減少段階」】

令和２年を100とした

場合の指数

年少人口 6,993人 4,727人 68

生産年齢人口 31,417人 24,326人 77

老年人口 19,892人 19,735人 99

第２段階

2040年における

人口減少段階

令和22年

（2040年）

令和２年

（2020年）
分類

石狩市の中期展望期間 
（総合計画と整合） 

2040年 
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③ 将来人口に及ぼす自然増減、社会増減の影響度の分析 

（ア）自然増減、社会増減の影響度の分析 

 パターン１（社人研推計準拠）の令和 32 年（2050 年）を基準として試算の結果、本市では自然

増減の影響度が「２（影響度 105～110％）」、社会増減の影響度が「２（影響度 100～110％）」とな

っており、いずれも影響度の５段階評価では中位よりやや下方にあるものと分析されます。 

 なお、シミュレーション１のうち、20代人口の社会減を一定程度低減させる設定としたものがシ

ミュレーション２です。 

このパターンでは、令和７年（2025年）から令和 22年（2040年）の 20代人口について、転入超

過者の数が毎年約 30人ずつシミュレーション１を上回る状態が続く場合、令和 22年（2040年）の

人口は、シミュレーション１より 500人程度多くなるものと推計されます。 

 

 

 

（注）シミュレーション１については、将来人口推計における社人研推計準拠（パターン１）において、合計特殊出生率が令

和 12年（2030年）まで現状と同程度の 1.34、以降令和 22年（2040年）にかけて 1.8まで段階的に上昇すると仮定して

います。なお、純移動率は社人研推計値を採用しました。 

   シミュレーション２については、シミュレーション１に対して、令和 7 年（2025 年）以降の社人研推計純移動率のう

ち、「20～24歳→25～29歳」の転出超過を50％低減させる設定としています。 
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総人口（人）【図表18 自然増減、社会増減の影響度の分析】

パターン１（社人研推計準拠） シミュレーション１（出生率上昇）

シミュレーション２（出生率上昇、社会減低減）

石狩市の中期展望期間 

（総合計画と整合） 
2040年 
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（注）自然増減の影響度については、上記計算方法により得た数値に応じて５段階に整理（１：100％未満、２：100～105％

未満、３：105～110％未満、４：110～115％未満、５：115％以上の増加）されます。 

また、社会増減の影響度については、上記計算方法により得た数値に応じて５段階に整理（１：100％未満、２：100～

110％未満、３：110～120％未満、４：120～130％未満、５：130％以上の増加）されます。 

 

  

【図表19　自然増減、社会増減の影響度】

分類 計算方法 影響度

自然増減の

影響度

シミュレーション１の令和32（2050）年推計人口＝44,698人

パターン１の令和32（2050）年推計人口＝43,431人

　∴44,698人÷43,431人≒102.9％

２

社会増減の

影響度

シミュレーション２の令和32（2050）年推計人口＝45,715人

シミュレーション１の令和32（2050）年推計人口＝44,698人

　∴45,715人÷44,698人≒102.3％

２
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（イ）総人口の分析 

 令和 32 年（2050 年）の人口をみると、パターン１（社人研推計準拠）をベースとする総人口の

分析において、出生率が上昇する場合（シミュレーション１）には総人口が約 44,698人と推計され

ます。 

 さらに、シミュレーション１について 20 代人口の純移動率を一定程度低減したシミュレーショ

ン２では、令和 32年（2050年）の総人口は約 45,715人と推計されます。 

 パターン１（社人研推計準拠）に比べると、シミュレーション１は 1,267人多くなることが分か

ります。 

 また、シミュレーション１とシミュレーション２の差が 1,017人であることから、シミュレーシ

ョン２で 20代人口の移動を低減した場合の影響は概ね 1,000人程度であることがわかります。 
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総人口（人）【図表20 総人口の分析】

パターン１（社人研推計準拠） シミュレーション１（出生率上昇）

シミュレーション２（出生率上昇、社会減低減）
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（ウ）人口構造の分析 

 シミュレーション１とシミュレーション２における年齢３区分ごとの令和２年（2020年）→令和 32

年（2050年）の増減率をみると、パターン１（社人研推計準拠）と比較して、「0～14歳人口」の減少

率は小さくなることがわかります。 

 一方、「15～64歳人口」と「65歳以上人口」の増減率では、パターン１（社人研推計準拠）と比較

してそれほど大きな差は出ませんが、シミュレーション１と比較すると、シミュレーション２の減少

率が僅かに小さくなることが分かります。 

 「20～39歳女性人口」の減少率では、パターン１（社人研推計準拠）では約 30％の減少率となって

います。シミュレーション１では「20～39歳女性人口」の減少率が 30.3％となっており、シミュレー

ション２では 20.6%となりました。 

 

 

※端数処理の関係で、合計が合わない場合があります。 

 

 

  

【図表21　集計結果ごとの人口増減率】
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2020年 58,301人 6,993人 1,872人 31,417人 19,892人 4,683人

48,789人 4,727人 1,335人 24,326人 19,735人 3,898人

シミュレーション１（出

生率上昇）
49,271人 5,212人 1,690人 24,323人 19,735人 3,898人

シミュレーション２（出生

率上昇、社会減低減）
49,820人 5,366人 1,770人 24,719人 19,735人 4,018人

43,431人 4,330人 1,182人 20,056人 19,046人 3,282人

シミュレーション１（出

生率上昇）
44,698人 5,464人 1,480人 20,189人 19,046人 3,262人
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率上昇、社会減低減）
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（エ）老年人口比率の長期推計 

 パターン１（社人研推計準拠）とシミュレーション１について、令和 32 年（2050 年）時点の仮

定を令和 52年（2070年）まで延長して推計すると、パターン１（社人研推計準拠）では令和 42年

（2060年）まで老年人口比率は上昇を続け、その後、微減に転じることが推計されています。 

 一方、シミュレーション１においては、令和 22 年（2040 年）までに出生率が上昇するとの仮定

によって、人口構造の高齢化を緩和する効果が令和 37年（2055年）以降から現れ始め、令和 37年

（2055年）の 42.7％をピークに低下傾向に転じ、令和 52年（2070年）の 40.4％まで低下すること

が推計されます。 

また、シミュレーション２においては、人口構造の高齢化を緩和する効果は令和 32年（2050年）

以降から現れ始め、令和 32 年（2050 年）の 41.7％をピークに低下傾向に転じ、令和 52 年（2070

年）の 38.9％まで低下することが推計されます。 

 

 

 

 

  

【図表22　総人口・年齢３区分別人口比率の推移】

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 2065年 2070年

58,301人 56,813人 54,330人 51,644人 48,789人 45,995人 43,431人 40,921人 38,293人 35,508人 32,669人

12.0% 11.4% 10.4% 9.6% 9.7% 9.9% 10.0% 9.8% 9.5% 9.3% 9.3% 

53.9% 53.6% 53.6% 52.9% 49.9% 47.4% 46.2% 45.8% 45.9% 46.7% 47.2% 

34.1% 35.0% 36.0% 37.5% 40.5% 42.7% 43.9% 44.4% 44.6% 44.0% 43.5% 

うち75歳以上人口 15.8% 20.7% 24.0% 24.5% 24.4% 24.9% 27.5% 30.0% 31.2% 31.0% 30.1% 

58,301人 56,811人 54,287人 51,745人 49,271人 46,890人 44,698人 42,484人 40,105人 37,610人 35,159人

12.0% 11.4% 10.3% 9.8% 10.6% 11.7% 12.2% 12.0% 11.6% 11.6% 12.0% 

53.9% 53.6% 53.6% 52.8% 49.4% 46.4% 45.2% 45.3% 45.8% 46.9% 47.6% 

34.1% 35.0% 36.1% 37.4% 40.1% 41.9% 42.6% 42.7% 42.5% 41.5% 40.4% 

うち75歳以上人口 15.8% 20.7% 24.0% 24.5% 24.2% 24.4% 26.7% 28.9% 29.8% 29.3% 27.9% 

58,301人 56,811人 54,423人 52,067人 49,820人 47,691人 45,715人 43,684人 41,480人 39,179人 36,946人

12.0% 11.4% 10.3% 9.8% 10.8% 12.1% 12.7% 12.4% 12.0% 12.0% 12.4% 

53.9% 53.6% 53.7% 53.0% 49.6% 46.8% 45.7% 46.0% 46.9% 48.2% 48.7% 

34.1% 35.0% 36.0% 37.2% 39.6% 41.2% 41.7% 41.6% 41.1% 39.9% 38.9% 

うち75歳以上人口 15.8% 20.7% 24.0% 24.3% 23.9% 24.0% 26.1% 28.1% 28.8% 28.1% 26.6% 

シミュレーション１

（出生率上昇）

総人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

シミュレーション２

（出生率上昇、社会

減低減）

総人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

区　　　　　　　　　　　　　　　分

パターン１

（社人研推計準拠）

総人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

34.1%
35.0%

36.0%

37.5%

40.5%

42.7%

43.9%
44.4% 44.6%

44.0%
43.5%

34.1%
35.0%

36.1% 37.4%

40.1% 41.9%

42.6%

42.7% 42.5%
41.5%

40.4%

34.1%
35.0%

36.0%

37.2%

39.6%
41.2%

41.7% 41.6% 41.1%

39.9%
38.9%

30%

35%

40%

45%

50%

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 2065年 2070年

比率 【図表23 老年人口比率の長期推計】

パターン１（社人研推計準拠） シミュレーション１（出生率上昇）

シミュレーション２（出生率上昇、社会減低減）
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（３）人口の将来展望 

① 中期展望（概ね令和 22年（2040年）を目途） 

（ア）定住人口の維持 

本市における将来推計人口の検討にあたっては、第５期石狩市総合計画における「まちづくりの

ミッション」である、30年後の「まちの持続」を「人口ビジョン」として捉えるために、国立社会

保障・人口問題研究所（社人研）からの提供データ・人口推計などをベースとして、令和 22年（2040

年）の人口見通しを、パターン１（社人研推計準拠）の令和５年（2023年）12月時点の推計値であ

る 48,789人に概ね 6,000人上乗せする、55,000人を中期展望の１点目となる「定住人口の維持」

として設定することとしています。（図表 24参照） 

 

 

【定住人口の維持に関する想定】 

・国及び全国地方自治体による「地方創生」に関する全国的な施策効果（受動的な効果） 

想定する人口シナリオ 
期待する効果 
（概数） 

①  人口推計（シミュレーション）に基づく「人口置換水準の回復」として、令

和 12年（2030年）まで合計特殊出生率 1.34を継続、令和 22年（2040年）

までに合計特殊出生率 1.8に段階的に回復するケース 

（令和４年（2022年）における本市の現状値は 1.34） 

＋500人 

② ①に加え、人口推計に基づき「人口移動に関して、令和 8年（2026年）以降、

20代の転出超過を 50％低減させるケース 

 

＋500人 

 

・市単独及び札幌圏域として特色を活かした独自施策効果（能動的な効果） 

想定する人口シナリオ 
期待する効果 
（概数） 

札幌圏の連携強化による「若手人材」の受け止めや先端産業分野等の企業誘致

をはじめ、新産業創出など 

＋5,000人 
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（イ）交流人口の拡大 

本市への通勤・通学者、観光入込者などの「交流人口」について、年間 250万人の獲得を目指し、

定住人口の維持に貢献するとともに、移住の誘導や近隣市町村との連携強化などに結び付けていく

施策の検討と推進を図ります。 

 

（ウ）関係人口の創出・拡大 

  首都圏等の住民が本市と継続的に多様な形で関わる「関係人口」の創出に向け、ふるさと納税や

外国人との交流などの事業を実施するとともに、地域と繋がる方策の検討と推進を図ります。 

  

【図表24　将来総人口・年齢３区分別人口比率の推移】

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 2065年 2070年

58,301人 56,813人 54,330人 51,644人 48,789人 45,995人 43,431人 40,921人 38,293人 35,508人 32,669人

12.0% 11.4% 10.4% 9.6% 9.7% 9.9% 10.0% 9.8% 9.5% 9.3% 9.3% 

53.9% 53.6% 53.6% 52.9% 49.9% 47.4% 46.2% 45.8% 45.9% 46.7% 47.2% 

34.1% 35.0% 36.0% 37.5% 40.5% 42.7% 43.9% 44.4% 44.6% 44.0% 43.5% 

うち75歳以上人口 15.8% 20.7% 24.0% 24.5% 24.4% 24.9% 27.5% 30.0% 31.2% 31.0% 30.1% 

58,301人 56,811人 54,287人 51,745人 49,271人 46,890人 44,698人 42,484人 40,105人 37,610人 35,159人

12.0% 11.4% 10.3% 9.8% 10.6% 11.7% 12.2% 12.0% 11.6% 11.6% 12.0% 

53.9% 53.6% 53.6% 52.8% 49.4% 46.4% 45.2% 45.3% 45.8% 46.9% 47.6% 

34.1% 35.0% 36.1% 37.4% 40.1% 41.9% 42.6% 42.7% 42.5% 41.5% 40.4% 

うち75歳以上人口 15.8% 20.7% 24.0% 24.5% 24.2% 24.4% 26.7% 28.9% 29.8% 29.3% 27.9% 

58,301人 56,811人 54,423人 52,067人 49,820人 47,691人 45,715人 43,684人 41,480人 39,179人 36,946人

12.0% 11.4% 10.3% 9.8% 10.8% 12.1% 12.7% 12.4% 12.0% 12.0% 12.4% 

53.9% 53.6% 53.7% 53.0% 49.6% 46.8% 45.7% 46.0% 46.9% 48.2% 48.7% 

34.1% 35.0% 36.0% 37.2% 39.6% 41.2% 41.7% 41.6% 41.1% 39.9% 38.9% 

うち75歳以上人口 15.8% 20.7% 24.0% 24.3% 23.9% 24.0% 26.1% 28.1% 28.8% 28.1% 26.6% 

区　　　　　　　　　　　　　　　分

パターン１

（社人研推計準拠）

総人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

シミュレーション

２（出生率上昇、

社会減低減）

総人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

シミュレーション

１（出生率上昇）

総人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 2065年 2070年

総人口（人）【図表24 将来人口推計と将来展望】

パターン１（社人研推計準拠） シミュレーション１（出生率上昇） シミュレーション２（出生率上昇、社会減低減）

49,000人
49,500人
50,000人

+500人（出生率上昇）

+500人（20代人口の転出抑制）

★

中期展望（2040年）

55,000人

+5,000人（企業誘致や新産業創出等）
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② 長期展望（概ね令和 42年（2060年）を目途） 

概ね令和 22年（2040年）を目途とした中期展望である「定住人口の維持」「交流人口の拡大」をさ

らに推進していくため、市民・事業者・行政が一丸となり、地域の特色や地域資源を活かした、さら

なる魅力あるまちづくりを進め、地域への誇りや愛着（石狩 PRIDE）を醸成し、次の世代に継承して

いくことが大切だと考えます。 

歴史や文化が脈々と受け継がれることで、地域への愛着につながり、その地域への愛着は人の定着

へとつながり、人が定着することで、地域の経済に活気が生まれます。また、地域の資源を活用した

経済が発展することで、新たな文化が生まれ、次の地域への愛着へとつながっていきます。 

こういった「人・経済・歴史」の好循環を育み、市民の心に、地域への愛着や誇り（石狩 PRIDE）を

醸成し、未来にわたって「住み続けたい・住みたい」まち「石狩市」であり続けるため、令和 42 年

（2060 年）の「長期展望」の視点として、本市の歴史・風土・地理的優位性のもと、「人・経済・歴

史」の好循環を目指します。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月 

石狩市企画政策部 企画課 
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北海道石狩市花川北６条１丁目３０番地２ 
TEL：０１３３－７２－３１６１ 
FAX：０１３３－７４－５５８１ 
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